
- 1 -

伊達市社会福祉協議会理事・監事選任規程

（目的）

第１条 定款第１９条による理事及び監事の選任は、本規程による。

（理事）

第２条 理事は、社会福祉協議会の事業・経営等に積極的に参画できる者で、概ね次の

各号に掲げる者から評議員会において選任する。

（１）社会福祉事業について学識経験を有する者

（２）民生委員児童委員協議会からの代表者

（３）地区社会福祉協議会からの代表者

（４）自治会等地域組織団体からの代表者

（５）社会福祉事業を経営する団体の役職員

（６）福祉ボランティア活動を行う団体からの代表者

、 、２ 前項第２号から第６号に該当する者が 団体からその地位により理事になった場合

任期中その地位を辞したときは、理事の職を失うものとする。ただし、新たに選任さ

れた者が就任するまで、なお、理事としての権利又は義務を有する。

（監事）

第３条 監事のうち１人は、社会福祉法第４４条に規定する財務諸表等を監査し得る者

でなければならない。

２ 前項以外の監事は、社会福祉事業について学識経験を有する者、又は地域の福祉関

係者であること。

附 則

１．この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

２．従前の選任規程は廃止する。


